
詳細については裏面をご覧ください

地域づ
くりを仕事にしよう

　労働者協同組合とは、働く人が出資して組合員となり、組
合員一人ひとりの意見を反映させながら運営し、共に働く新
しい組織です。組合員が出資・運営・労働を担い合う働き
方を「協同労働」といい、多様な働き方により持続可能で
活力ある地域づくりを目指します。

「自分が住んでいる地域をもっとよくしたい！」
「困っている人たちを助けたい！」という思いを
 仕事にしてみませんか？

参加
無料

労働者協同組合に
関する相談窓口

労働者協同組合
運営費補助金

　労働者協同組合を設立し、地域課題の解決や地域活

性化に取り組むことで、持続可能で活力あるまちづくり

の実現のための活動を促進することを目的としています。

相談できること

●新しい働き方である労働者協同
組合に関すること

●労働者協同組合の設立に
関すること

●労働者協同組合の設立後の
運営に関すること

協同労働（労働者協同組合）について学ぶセミナー
令和６年度（2024年度）

開催日の前日16：30まで
にQRコードからお申込
みください。　

オンラインは100名まで参加可能
10/16のみ会場参加者12名まで

市民活動団体やＮＰＯ法

人に全く縁がないが、自

分の興味、スキル、資格

で私にも何か出来そう。

様々な市民活動団体の方とお

話ができ、みなさんが抱えて

いる問題は同じだということ

がわかった。

「一人の困りごとからス

タートした」という言葉

が印象に残り、これだと

思った。

令和５年度参加者の声



協同労働（労働者協同組合）について学ぶセミナー

労働者協同組合に
関する相談窓口

労働者協同組合
運営費補助金

予約制 相談無料

相談日 毎週木曜日　
時　間 午後１時 30分～ 2時 30分

午後３時～４時

対象団体 労働者協同組合の設立の登記が過去２
年度以内に完了している団体、事務所
の所在地が市内にあること

補助対象経費 人件費、報償費、需用費（消耗品費及
び印刷製本費に限る）、役務費（広告
費及び保険料に限る）、使用料及び賃
借料、備品購入費（１点が１万円以上
のもの）

補 助 額 年度につき60万円を限度（対象経費
の２分の1）

申請回数 ５年度間のうち３回

場　所 オンライン
※インターネット環境のない方もサポー
トしますのでお気軽に御連絡ください。

◆相談日の１週間前までに「メール、電話、来所のいず
れか」でお申し込みください。

〈後期セミナー開催日程〉

9/25水

労働者協同組合の概要

14：00～15：30
オンライン

日本労働者協同組合連合会 専務理事  田嶋 康利

10/2水

モデルケースの紹介

14：00～15：30
オンライン

  竹森 幸太
東白川村労働者協同組合 代表理事  福田 康弘

10/16水

課題解決に向けて

14：00～15：30
市役所コミュニティ棟会議室1.2

ファシリテーター：労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団

10/30水

設立の手順

申込・問合せ

つくば市市民部市民協働課市民協働係  〒305-8555  つくば市研究学園一丁目1番地1
TEL 029-883-1111（代）内線5251　FAX 029-868-7542　Email ctz010@city.tsukuba.lg.jp

受付時間 8：45～16：30
令和６年度

14：00～15：30
オンライン

労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団労務法業務室
山口 豪

◆詳細は、お問い合わせください。

労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団
登米鱒淵事業所 呼人里所長


